
KIC 学生及び教職員各位 

 

８月２日から、３回目となる「まん延防止等重点措置」が兵庫県に適用されます。これに伴

う、本学の対応は下記の通りとします。 

なお、新規感染者数は、第４波の感染拡大よりも速いペースで増加しており、第５波への感

染再拡大は予断を許しません。夏休みによる人出の増加が見込まれるなど厳に警戒が必要

です。学生及び教職員の皆様も、絶対に感染を再拡大させないという強い思いのもと、感染

対策の更なる徹底をお願いします。 

 

◇今回の措置の適用期間 

次の告知があるまでの当面の間 

１．講義 

①原則オンラインで実施を継続します。 

リアルのみで、オンラインを実施しない授業（春 2 期） 

2245 Advanced Software Developments  Wannous 教授、 Tue    1,2 時限 

②その他、指導教員、授業担当教員の指示がある場合はそれに従ってください。 

 

２．施設の利用について 

  (1)施設の施設利用は、月～土の 9 時から 17 時までとさせていただきます。 

   ＊リアルでの受講が求められる授業の受講と「研究に必要な活動」での利用を中心と

しますので、不要不急の利用はさけてください。その他の理由で施設を利用したい場

合は、事務局にご相談ください。 

(2)図書室の利用（図書の貸し出しと返却）は再開します。密を避けてのご利用をお願

いします。 

  (3)証明書申請や発行など手続きは、上記時間内に対応いたします。 

  (4)来学された場合の氏名記入と検温には、引き続きご協力をお願いします。 

  (5)施設使用時は換気をしっかり行ってください。また、退出時には各人が責任をもっ

て窓などの施錠をお願いします。 

 

3. 各種活動について 

(1) 県外での活動は、原則行わない 

ただし、既に計画済の活動を実施する際には、改めて緊急事態措置区域、まん延防止

等重点措置区域（都道府県）の知事が指定する区域及び都道府県等が独自の行動制限

を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先の意向、参加人数、移動方法など

実施可能であることを十分に確認して実施してください。 

 (2) 県内で活動する場合は、以下の点に留意すること 

合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利

用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図ってください。 

 



 ４．日々の行動について 

   学生、教職員とも下記の点に留意して感染拡大に努めてください。  

・感染拡大地域との往来の自粛 

・要件を満たしていない飲食店、路上や公園等での飲酒をしない 

・宅飲みを含め、集まっての飲食を避ける 

・感染防止対策を講じていない施設の利用の自粛 

・会話の際は、マスクにより飛沫を防止 

以上 

 

                      

2021 年 7 月 31 日 

 

研究科⾧ 土田雅之 

事務局⾧ 福原敏雄 


